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※必ずご確認ください※ 使用上の注意点

◆本機能は申込みを完了・受付するものではありません
全ての入力が終わっても補助事業の申込みを完了することはできません。
入力完了後、申込書式を出力し、全ての添付書類と併せて郵送してください。
申込期間内に到着した書類に対して受付を行います。

◆入力した情報と出力した書類をご確認ください
本機能上で入力された情報はSIIのデータベースに登録され、審査過程で活用されます。
申込書類に記載された内容と申込書作成機能上で入力した情報に相違がないことを必ず確認してください。

◆「公募要領」と「様式及び作成要領」をよく理解した上で活用してください
本機能は補助事業申込書の一部を作成するための機能であり、申込内容が適正であることを保証するもの
ではありません。公募要領を理解しないで正確に活用することはできませんので、ご注意ください。



も く じ

本書には、入力画面などのイメージ画像を載せておりますが、お使いのPC環境により、文字の配置などが実際の画面とイメージ画像で
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申込書作成機能について

申込書作成機能を使った補助事業申込みの流れ

SIIのホームページでアカウント登録を行ってください。
登録されたメールアドレスに、ログインに必要なURL、ID、パスワードが送信されます。

1 補助事業ポータルにログインする 詳細 P.4

で出力した書類を含む、申込みに必要な全ての書類をSII宛てに郵送します。
必ず、補助事業申込書に捺印してください。

3

4 補助事業申込書に捺印し、添付書類と併せて郵送にて提出

補助事業申込書等の作成に必要な情報を入力します。

2 申込書作成機能に入力 新築、増築及び改築 詳細 P.6 既築 詳細 P.26

新規システムを導入する住宅で補助事業に申込む場合は、そのシステムについて
「新規システム事前相談票」をSIIにFAXする必要があります。
補助事業ポータルでは、「新規システム事前相談票」についても、登録・作成ができます。(⇒P.55)

2-1 事業概要 登録 ▶ 主に「補助事業申込書」に記載される情報を入力

2-3 入力完了 ▶ で入力した内容が確定2-1 2-2

2-２ 事業計画 登録 ▶ 主に「実施計画書」「費用総括表」に記載される情報を入力

※入力は順不同
途中保存も可能

◆ 補助事業を行った後の住宅について

導入住宅のエネルギー基準根拠エネルギー算出根拠

◆ 補助事業を行う前の住宅について

過去のエネルギー使用実績値システム導入前の住宅

◆ 補助事業にかかる費用について

費用総括表

※入力完了すると、編集できなくなります。

で入力した内容をもとに、
PDFファイルを作成し、
右の書類が出力できるように
なります。

2

3 作成した書類を出力 詳細 P.52

補助事業申込書 実施計画書実施計画書実施計画書 実施計画書実施計画書費用総括表
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申込書作成機能について

補助事業ポータルへのログイン方法

1 「ID（ユーザ名）」「パスワード」を入力

SIIのホームページでアカウント登録した際に
発行された「ID（ユーザ名）」「パスワード」を
入力し、 をクリックしてください。

※「ID（ユーザ名）」「パスワード」は登録確認メールの文末に
記載されています。

※「ID（ユーザ名）」「パスワード」を入力する際に、
文字を打ち込んで入力することもできますが、
登録確認メールから、テキストをコピーしてそれぞれ
貼り付けると、入力ミスを防ぐことができます。

▼ログインページ

2 ログイン完了

「ID（ユーザ名）」「パスワード」が
正しく入力されていれば、補助事業ポータルの
「ホーム」ページが表示され、
ログイン完了となります。

▼「ホーム」ページ

※ 「パスワード」の変更（初回ログイン時）

ポータルに初めてログインした後に、パスワードが
リセットされますので、新しいパスワードを
設定してください。
※ 新しいパスワードは任意の文字列で設定できます。
※ セキュリティのため、8文字以上で数字と文字を

組み合わせたものを設定してください。

① 新しいパスワードを入力してください。

〔パスワード設定手順〕

② 確認のため、もう一度、新しいパスワードを
入力してください。

③ ①②が一致していれば、新しいパスワードが設定されます。
※ 登録確認メールに記載されたパスワードは使用できなくなります。

▼初回ログイン後のページ

※ 「パスワード」を忘れたら
「パスワード」を忘れた場合、再発行が必要になります。ログインページの を
クリックして、再発行手続きを行ってください。

〔パスワード再発行手順〕

② ID（ユーザ名）を入力してください。

③ 登録したメールアドレスに再発行されたパスワードが記載されたメールが送られます。
※ ID（ユーザ名）は再発行できません。IDを紛失した場合は、SIIホームページ（http;//www.sii.ro.jp)より、

再度アカウント登録を行っていただく必要があります。

① ログインページの をクリックしてください。

＊＊＊
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申込書作成機能について

▼タブとログアウト

申込書作成機能は、画面上部のタブにより大きく5つのページに分かれています。
また、画面右上の から、ログアウトできます。

申込書作成機能の構成

521 3 4

◆各タブの機能

1 ホーム
▶SIIからのお知らせや注意事項などが表示されます。内容は随時更新されますので、ご確認ください。
▶補助事業に関する書類や様式をダウンロードできます。

※ 手続代行者は、複数の補助事業を登録することができます。
ただし、１物件につき１申込み、同一申込者が複数の物件を申込むことはできません。

2 住宅_補助事業申込書-作成
▶ 新規の補助事業を登録できます。
▶ 入力された情報から「補助事業申込書」「実施計画書」「費用総括表」のPDFの作成・出力ができます。

3 住宅_補助事業申込書-検索
▶ 過去に登録を行った補助事業を検索し、閲覧・編集ができます。

4 住宅_事前相談票-作成
▶ 新規システムを提案する場合、「新規システム事前相談票」の作成ができます。

▶ 入力された情報から「新規システム事前相談票」のPDFの作成・出力ができます。

5 住宅_事前相談票-検索
▶ 過去に登録を行った「新規システム事前相談票」を検索し、閲覧・編集ができます。

詳細 P.52

新築、増築及び改築 詳細 P.6 既築 詳細 P.26

詳細 P.53

詳細 P.57

詳細 P.62

詳細 P.63



登録方法 事業概要・事業計画
（新築、増築及び改築）



住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（住宅に係るもの） 登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

2

1

3

4

入力-補助事業申込書①

7

14

14
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

2-5 建物名・部屋番号がある場合は入力

ふりがなと氏名を入力
※変換できない漢字の場合は、略字もしくはひらがなで入力してください。

2-6

2-7

2-8 電話番号を入力【半角/数字】
※ ハイフン（-）は入力しないでください。
※ 市外局番から入力してください。

2-1 郵便番号を入力【半角/数字】
▶ 入力後に をクリックすると、 に住所が表示されます。
※ ハイフン（-）は入力しないでください。

2-2 2-3 2-4

3-1 3-5～ と同様の入力規則で入力2-1 2-5～

3-6 会社名を入力
※「株式会社」なども省略せずに入力してください。

3-7 企業の代表者等の氏名を入力
※ 本事業の担当者ではありません。

2-2 2-4～ 表示された住所を確認し、丁目以降を入力
※ 実際の住所と異なる場合は、入力して修正してください。
※ 都・道・府・県まで入力してください。 ×：東京 ○：東京都
※ 丁目以降は、数字とハイフンで入力してください。 ×：1丁目2番3号 ○：1-2-3
※ 新築で住居表示がない場合は、地番で入力してください。

申込書を作成する年月日を入力してください。
※ をクリックすると、入力作業当日の日付が表示されます。

1

4-1 担当者氏名を入力
※ 補助事業申込書に捺印する方になります。

4-2 業務で使用しているメールアドレスを入力【半角/英数字記号】
※携帯電話のメールアドレスは登録しないでください。

4-3 の担当者が所属している部署名を入力
※ 部署名がない場合は、入力不要です。

4-1

4-4 4-6～ の担当者が勤務する事業所の住所について、それぞれ入力
※ 都・道・府・県まで入力してください。 ×：東京 ○：東京都
※ 丁目以降は、数字とハイフンで入力してください。 ×：1丁目2番3号 ○：1-2-3

4-1

4-7

4-8
の担当者が勤務する事業所について、 と同様の入力規則で入力2-5 2-84-1

申込者について、各項目を入力してください。2 ※補助事業申込書に捺印する方になります。

3 手続代行者企業情報を入力してください。 ※手続代行者がいない場合は、入力不要です。

手続代行者連絡先を入力してください。4 ※手続代行者がいない場合は、入力不要です。
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

5-1

5-2

5-3

5-4

6-1

6-2

6-3

5

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

7

6

14

14

入力-補助事業申込書②

4-8

8

9
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

システム区分[ 定型システム / 新規システム ]を選択
※新規システムの場合は、別途システム提案が必要です。

5-1

5-2 [新築] [増築] [改築]のいずれかを選択

申込対象となる工事情報について、各項目を選択してください。
※詳細は公募要領にて、ご確認ください。

5

該当する住宅事業建築主の判断基準による地域区分を選択
※区分の詳細は、公募要領の巻末を参照してください。

6-6

居住する予定の人数を入力【半角/数字】6-7

延べ床面積とフロアごとの床面積をすべてのフロアについて入力【半角/数字】
※ 小数第二位まで入力してください。入力がない場合、小数点以下は「00」となります。

6-8

申込対象となる住宅について、各項目を入力・選択してください。6

と同様の入力規則で入力6-1 6-5～ 2-1 2-5～

申込対象となる住宅の工事の予定日について、各項目を入力してください。8

工事完了の予定日を入力【半角/数字】
※ 平成24年1月15日より前に工事完了してください。
※ 先行予約者決定の場合は、平成23年8月31日より前に工事完了してください。

（二次公募では、先行予約者決定はありません）

8-2

8-1 工事着工の予定日を入力【半角/数字】
※予約者決定後に工事着工を行ってください。

《 を選択すると、下記画面になります》5-2

7

申込対象となる住宅の工法[ 木造軸組 / 軽量鉄骨造 / RC / その他 など ]を選択してください。
※ [その他] を選択した場合、工法をテキスト入力してください。

7

5-3 モデル区分[ A1 / A4 / A10 など]を選択 参照：公募要領 P.19-表2

5-4 システム番号を選択（入力）
※システム番号が表示されない場合、該当する定型システムがありません。

新規システムの事前相談を行い、新たなシステム番号の交付を受けてください。(⇒P.53)

参照：公募要領 P.21-表3
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

入力-補助事業申込書④

2-2

2-1

6-2

6-3

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

8-1

8-2

10-1

9

8

7

6

12

11

10

14

6-1

13

14
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

10

10-2

10-1

《 で [あり]を選択した場合》10-1

該当する補助金の名称を入力10-2

申込の有無を選択
※システム導入住宅において、他の補助金等（エコポイントを含む）に申請している（または申請予定）場合、

[あり]を選択し、 を入力してください。

10-1

10-2

本事業以外の補助金への申込みについて、選択してください。10

▼例）「定型システム」「001-A1-新・増改築」を選択した場合

11

11-1

11-2

11-3

11-4

該当する空調設備にチェック
※すでにチェックされている場合、正しいかご確認ください。
※[その他]をチェックした場合は、空調設備の種類をテキスト入力してください。

11-1

導入する省エネナビのメーカー名と型式を入力
※省エネセンターが認定したものに限ります。

11-3

導入する付加価値機器がある場合は、該当する機器にチェック11-4

導入する給湯器にチェック
※[太陽熱+補助熱源] [その他]をチェックする場合は、給湯機器の種類をテキスト入力してください。

11-2

申込対象となる住宅に導入するシステムについて、各項目を入力・チェックしてください。
※ で選択した「システム区分」「モデル区分」により、表示内容は変動します。
※ で [新規システム]を選択した場合、「断熱改修の組み合わせ」を選択する欄がありますが、新築、増築及び改築では

使用しません。

11

5-1 5-4

5-1

先行予約者決定の希望について、該当するものをチェックしてください。
※ 一次公募で先行予約者決定を希望する場合、事業期間は予約者決定（平成23年7月上旬予定）～平成23年9月15日までとなります。

二次公募では、先行予約者決定はありません。（二次公募の申込時には、 は表示されません）

9

9
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

2-2

2-1

6-2

6-3

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

8-1

8-2

10-1

9

8

7

6

入力-補助事業申込書④

12

11

10

14

6-1

13

14
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

以上で、事業概要の登録が完了となり、入力内容が保存されます。
保存された事業概要は呼び出すことができます。（⇒P.53）

続いて、事業計画を登録してください。

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正すると、確認画面に進みます。

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、
確認画面に進みます。
確認画面に表示された内容に誤りがなければ、

をクリックし、概要の登録が
完了となります。

14

概要の登録が完了した申込は、
「住宅_補助事業申込書-検索」タブで、
呼び出せます。（⇒P.53）

▼エラー表示

▼確認画面

追加節電対策への申込みについて、該当するものをチェックしてください。12 参照：公募要領 P.68～69

排出削減事業に参加する場合は、参加する事業にチェックしてください。
※ 高効率給湯器を導入する場合は、いずれかの排出権事業へ参加する意思表示が必要です。

13 参照：公募要領 P.8 / P.67

＊＊＊
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

事業概要登録後にできること

事業概要の登録が完了すると事業計画の登録と「補助事業申込書」「実施計画書」「費用総括表」の
PDFの作成・出力ができます。

事業概要 編集
▶登録済の事業概要を編集することができます。編集方法は入力時と同様です。

0

〔変更すると事業計画の保存情報がクリアされる項目〕

● システム区分 ● 工事区分

● モデル区分 ● システムの組合せ
（付加価値機器）

● 地域区分 ● 住宅の延床面積

事業概要の特定の項目を修正すると、既に入力・保存している
事業計画の情報がクリアされます。事業計画の入力を行う前に、
事業概要の以下の項目に誤りがないかを十分ご確認ください。

！！ 注意 ！！

0 1

2 3

4 5

6

7

8

9 10

12

▼「住宅_補助事業申込書-作成」タブ：「補助事業申込書 詳細」ページ

11

▼エラー表示

▼注意表示

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

補助事業申込書
▶ 補助事業申込書の出力時に印字される情報を確認できます。

●申込No. ：基本情報の登録完了時に自動的に付される補助事業を管理する番号です。
●申込日 ；入力された申込日です。
●補助事業対象年度 ：本事業は単年度事業につき、「23」となります。
●募集次区分 ：一次公募の場合「1」、二次公募の場合「2」となります。
●承認ステータス ：当該申込における現在の審査過程の状況を示します。
●特記事項 ：SIIが使用します。（入力できません。）

〔管理情報〕

12

3 導入住宅エネルギー基準根拠
▶ 「実施計画書」作成のための導入住宅エネルギー基準根拠について、入力します。

詳細 P.21

4 システム導入前の住宅
▶ 「実施計画書」作成のため、システム導入前の住宅について、入力します。

詳細 P.23

5 過去のエネルギー使用実績値
▶ 「実施計画書」作成のため、過去のエネルギー使用実績値について、入力します。

詳細 P.23

6 費用総括表
▶「費用総括表」作成のための各項目を入力します。

詳細 P.47

PDF作成：補助事業申込書9

PDF作成：実施計画書10

PDF作成：費用総括表
▶ それぞれ「補助事業申込書」「実施計画書」「費用総括表」のPDF作成と出力ができます。

11

詳細 P.52

7 取り下げ
▶ 入力済の事業概要・事業計画を破棄し、申込みを取り下げます。

※ 取り下げた情報の編集はできなくなります。（閲覧はできます。）

※ 申込みをする予定のない情報は必ず「取り下げ」をしてください。

申込者 追加
▶申込者の追加ができます。連名で申込む場合に追加してください。

1

エネルギー算出根拠
▶ 「実施計画書」作成のためのエネルギー算出根拠について、入力します。

2 詳細 P.17

入力完了
▶事業概要、事業計画の登録内容を確定します。

※「入力完了」すると、 が
表示されなくなり、入力内容の編集が
できなくなります。お気をつけください。

8

0 87

▼入力完了後の「補助事業申込書 詳細」ページ
（「事業概要 編集」「入力完了」「取り下げ」が表示されません）
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-3

3-2

1

4

2

3

8

8

入力-エネルギー算出根拠①

4-1

4-2

4-3
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暖房の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出根拠を選択
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[標準消費エネルギー量を使用する]を選択≫
▶入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫
▶計算結果の数字を（a）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

1-1

申込対象となる住宅の暖房のエネルギー計算について、各項目を入力してください。1

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

申込対象となる住宅の冷房のエネルギー計算について、各項目を入力してください。2

設置する機器 暖房
COP

暖房
効率 APF

ヒートポンプ ○ ○ ×

ガス・石油 × ○ ×

エアコン ○ ○ ○

今回導入する給湯機器について、種類・性能・台数を入力
▶複数導入する場合は、機器ごとに入力してください。

※CO2冷媒HP給湯のAPFが3.8以上の場合は、
APF3.7と入力し『APF3.8以上』をチェックしてください。

※複数台を導入する場合は、効率が悪い機器が採用されます。

3-2

申込対象となる住宅の給湯のエネルギー計算について、各項目を入力してください。3

給湯の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出根拠を選択
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[標準消費エネルギー量を使用する]を選択≫ ※原則、こちらを選択
▶入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫
▶計算結果の数字を（ｃ）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

3-1

設置する機器 給湯効率 APF

ヒートポンプ × ○

ガス・石油 ○ ×

該当するものを選択し、暖房エネルギー削減量の計算結果を入力
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[計算式から算出する]を選択≫
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫
▶計算結果の数字を（A）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

1-3

※「断熱強化」「省エネ換気」（両方を含む）事業は、[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を必ず選択

＊新規システムの場合は、別途計算した数値を（A）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

給湯エネルギー削減量を算出（入力）
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

3-3

＊新規システムの場合は、別途計算した数値を（C）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

2-1 2-3～ と同様の入力規則で入力1-1 1-3～

▼入力が必要な機器の性能

▼入力が必要な機器の性能

導入する暖房機器について選択し、各項目を入力
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[単一の機器で全館もしくは全居室暖房する場合]を選択≫
▶全ての居室について入力してください。
▶設置する機器については1か所入力し、その機器で暖房する居室の

「補助対象機器で暖房する」をチェックしてください。

≪[複数の機器で暖房する場合]を選択≫
▶全ての居室について入力してください。
▶設置する機器については、設置する居室ごとに入力してください。

※同一居室に複数の暖房を設置する場合、複数の入力欄で同一の居室グループを選択して入力してください。
（効率が悪い機器を採用して消費エネルギーの計算を行います。）

※機器がヒートポンプ式の場合、効率を右式で算出してください。（効率＝暖房COP×3,600÷9,760）

※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

1-2



住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（住宅に係るもの）

19

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

4-3

4-1

4

6

7

8

4-2

5

入力-エネルギー算出根拠②
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以上で、エネルギー算出根拠の入力は完了です。

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

≪事業概要の (⇒P.12)で[照明]を指定した場合のみ≫
申込対象となる住宅の照明のエネルギー計算について、各項目を入力してください。

4 11-4

照明エネルギーの削減量を計算
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

4-3

＊新規システムの場合は、別途計算した数値を（D）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

照明の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出根拠を選択
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[計算式から算出する]を選択≫ ※原則、こちらを選択
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫
▶計算結果の数字を（ｄ）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

4-1

申請住宅の消費エネルギー量・エネルギー削減量・エネルギー削減率を算出してください。
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

※住宅のエネルギー削減率が20％未満の場合、申込みできません。

6

≪事業概要の (⇒P.10)で[新規システム]を指定し、 (⇒P.12)で[その他]を指定した場合のみ≫
申込対象となる住宅のその他のエネルギー削減量を入力してください。
▶別途計算した数値を（E）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

5 5-1 11-4

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。
※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

8

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示

申込対象となる住宅の全ての照明機器について入力し、補助の対象となる照明機器にチェック
▶ 補助対象は、インバータータイプ（蛍光灯）で90lm/W以上のものであること。

また、施工を伴うもので、家全体の照明容量の1/5以上が補助対象となること
※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

4-2

≪事業概要の (⇒P.12)で[省エネ換気]を指定した場合のみ≫
導入する省エネ換気の機器効率について、入力してください。
※熱交換率が65％以上の熱交換換気については、公募要領（表９）「新築における熱交換換気の暖房エネルギーのみなし削減率表」

を用いることができます。
※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

7 11-4
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登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

▼「導入住宅が次世代省エネルギー基準を満たす根拠」ページ 初期画面

入力-導入住宅エネルギー基準根拠

▼「導入住宅が次世代省エネルギー基準を満たす根拠」ページ 選択後の画面≪[次世代エネルギー基準]を選択した場合≫

1

3

2-1

2-2

3-1

3-3

3-2

2

3-4

4

4

1

1
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導入住宅の熱損失係数を入力
※ 右表の基準値以下であることを確認してください。

2-1

夏期日射取得係数を入力2-2

導入住宅の断熱仕様について、各項目を入力・選択
※ 「断熱材の種類」「厚さ（単位mm）」は仕様書（カタログ）と整合性がとれるよう、詳しく入力してください。

例）グラスウール16K 厚150 など

※ 「次世代省エネ基準への適合確認」は、次世代省エネ基準以上であることを確認してから [○] を選択してください。
また、仕様書（カタログ）を添付し、仕様書（カタログ）のどこに記載しているか分かるように該当部分に
マーカーや付箋を貼るなどしてください。

※ 「ノンフロン材の確認」は、ノンフロン材をあることを確認してから [○] を選択してください。
また、仕様書（カタログ）はノンフロン材であることがわかる部分を添付してください。
（フロン材を含む場合は、申込対象になりません。）

3-1

導入住宅の気密仕様について、各項目を入力・選択
※「材料（素材）」は詳しく入力してください。

例）防湿気密フィルム 厚0.3 など

3-2

導入住宅の開口部の断熱・気密仕様について、各項目を入力・選択
※ 「気密性等級」はJISA4706（サッシ）に定める等級を入力してください。

3-3

導入住宅の開口部の日射侵入防止措置について、各項目を入力・選択
※ 「措置」は仕様内訳、付属部材名、ひさし、軒 などの仕様を入力してください。

3-4

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

以上で、導入住宅エネルギー基準根拠の入力は完了です。

地域区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

熱還流率の基準値
（W/㎡・K） 1.3 1.5 1.9 2.2 3.0

導入住宅が次世代省エネルギー基準を満たす仕様を選択してください。
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[次世代エネルギー仕様]を選択≫
▶新築の場合、その他の項目の入力は不要です。
▶増築及び改築の場合、 または を入力してください。

≪[断熱強化仕様]を選択≫
▶ と の両方入力してください。

≪[性能規定による]を選択≫
▶計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。（ は表示されません。）

1

2 3

2 3

2 3

表示される入力欄は同じです。

≪ の選択で入力の必要がある場合≫ 
基準値との比較で示す場合に入力してください。

2 1

▼断熱強化仕様に求められる熱損失係数の基準値

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。
※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

4

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示

≪ の選択で入力の必要がある場合≫ 
断熱強化の仕様について、入力・選択してください。
※ 入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

3 1
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入力-過去のエネルギー使用実績値

入力-システム導入前の住宅

1

3

2

4

4

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

6

6

5
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システム導入前（申込時点で居住している）住宅について、各項目を入力・選択してください。1

システム導入前（申込時点で居住している）住宅の空調設備について、各項目を入力・選択してください。
※ 全ての居室について入力してください。
※ わかる範囲で入力してください。

2

システム導入前（申込時点で居住している）住宅の給湯設備について、各項目を入力・選択してください。
※ わかる範囲で入力してください。

3

システム導入前（申込時点で居住している）住宅における直近1年間のエネルギー使用量について、
各項目を入力・選択してください。
※ 電気・ガス（LPG含む）の使用量は、毎月の検針票、領収書等に記載されている数値を入力してください。

※ 電気の時間帯別電灯契約等をしている方は、毎月の使用量の合計を入力してください。

※ ガスについては、都市ガスかLPG（プロパンガス）のどちらか該当する項目を選択してください 。
LPGの場合は、検針票、領収書等に記載されている使用量の単位を選択してください 。

※ 上水道使用量が2ヶ月ごとの検針の場合は、検針票、領収書等に記載されている2ヶ月合計の数値を入力してください。
例）4～5月分の使用量は5月欄に合計値を入力

※ 太陽光発電設備、家庭用コジェネレーション設備（エコウィル）等の発電設備を設置している方は、発電量（モニター数値）を
入力してください。（上段に発電量、下段に発電量の計測期間を入力してください。）

※ 太陽光発電設備を設置している方は電力会社への売電量（検針票の数値）も入力してください。

※ 灯油、その他（ペレットや重油など）を使用している方は、月毎の購入量を入力してください。

※ 電気・ガス（LPG含む）については、使用量および期間（日にち単位）のわかる直近1年間の証憑（検針票など）の写しを
添付してください。（A4用紙に貼り付けてコピーをとってください。）

5

登録方法 事業概要・事業計画（新築、増築及び改築）

以上で、システム導入前の住宅についての入力は完了です。

以上で、過去のエネルギー使用実績値の入力は完了です。

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。
※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

4

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。
※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

6

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示

費用総括表の入力方法はP.47をご覧ください。





登録方法 事業概要・事業計画
（既築）
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（住宅に係るもの） 登録方法 事業概要・事業計画（既築）

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

2

1

3

4

入力-補助事業申込書①

27

14

14
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

2-5 建物名・部屋番号がある場合は入力

ふりがなと氏名を入力
※変換できない漢字の場合は、略字もしくはひらがなで入力してください。

2-6

2-7

2-8 電話番号を入力【半角/数字】
※ ハイフン（-）は入力しないでください。
※ 市外局番から入力してください。

2-1 郵便番号を入力【半角/数字】
▶ 入力後に をクリックすると、 に住所が表示されます。
※ ハイフン（-）は入力しないでください。

2-2 2-3 2-4

3-1 3-5～ と同様の入力規則で入力2-1 2-5～

3-6 会社名を入力
※「株式会社」なども省略せずに入力してください。

3-7 企業の代表者等の氏名を入力
※ 本事業の担当者ではありません。

2-2 2-4～ 表示された住所を確認し、丁目以降を入力
※ 実際の住所と異なる場合は、入力して修正してください。
※ 都・道・府・県まで入力してください。 ×：東京 ○：東京都
※ 丁目以降は、数字とハイフンで入力してください。 ×：1丁目2番3号 ○：1-2-3

申込書を作成する年月日を入力してください。
※ をクリックすると、入力作業当日の日付が表示されます。

1

4-1 担当者氏名を入力
※ 補助事業申込書に捺印する方になります。

4-2 業務で使用しているメールアドレスを入力【半角/英数字記号】
※携帯電話のメールアドレスは登録しないでください。

4-3 の担当者が所属している部署名を入力
※ 部署名がない場合は、入力不要です。

4-1

4-4 4-6～ の担当者が勤務する事業所の住所について、それぞれ入力
※ 都・道・府・県まで入力してください。 ×：東京 ○：東京都
※ 丁目以降は、数字とハイフンで入力してください。 ×：1丁目2番3号 ○：1-2-3

4-1

4-7

4-8
の担当者が勤務する事業所について、 と同様の入力規則で入力2-5 2-84-1

申込者について、各項目を入力してください。2 ※補助事業申込書に捺印する方になります。

3 手続代行者企業情報を入力してください。 ※手続代行者がいない場合は、入力不要です。

手続代行者連絡先を入力してください。4 ※手続代行者がいない場合は、入力不要です。
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

5-1

5-2

5-3

5-4

6-1

6-2

6-3

5

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

7

6

14

14

入力-補助事業申込書②

4-8

8

9
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

システム区分[ 定型システム / 新規システム ]を選択
※新規システムの場合は、別途システム提案が必要です。

5-1

5-2 [既築]を選択

5-3 モデル区分[ A1 / A4 / D1 など]を選択

申込対象となる工事情報について、各項目を選択してください。
※詳細は公募要領にて、ご確認ください。

5

5-4 システム番号を選択（入力）
※システム番号が表示されない場合、該当する定型システムがありません。

新規システムの事前相談を行い、新たなシステム番号の交付を受けてください。(⇒P.53)

該当する住宅事業建築主の判断基準による地域区分を選択
※区分の詳細は、公募要領の巻末を参照してください。

6-6

居住する予定の人数を入力【半角/数字】6-7

延べ床面積とフロアごとの床面積をすべてのフロアについて入力【半角/数字】
※ 小数第二位まで入力してください。入力がない場合、小数点以下は「00」となります。

6-8

申込対象となる住宅について、各項目を入力・選択してください。6

と同様の入力規則で入力6-1 6-5～ 2-1 2-5～

参照：公募要領 P.19-表2

参照：公募要領 P.21-表3
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

入力-補助事業申込書⑤

14

2-2

2-1

6-2

6-3

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

8-1

8-2

10-1

9

8

7

6

12

11

10

6-1

13

14
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

住宅全体の暖冷房する床面積を入力【半角/数字】
※小数第二位まで入力してください。入力がない場合、小数点以下は「00」となります。

7-1

申込対象となる住宅について、各項目を入力・選択してください。7

工法[ 木造軸組 / 軽量鉄骨造 / RC / その他 など ]を選択
※[その他]を選択した場合、工法をテキスト入力してください。

7-6

5-3 で [A○○]を選んだ場合に表示される項目

補助対象となる空調設備を導入する居室の床面積の合計を入力【半角/数字】
※小数第二位まで入力してください。入力がない場合、小数点以下は「00」となります。

7-2

《 で［既築]を選択すると、入力欄が表示されます》5-2

▼ で [A○○]を選んだ場合5-3 ▼ で [D○○]を選んだ場合5-3

7

7-1

7-2

7

7-1

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

5-3 で [D○○]を選んだ場合に表示される項目

断熱改修する面積を入力【半角/数字】
※小数第二位まで入力してください。入力がない場合、小数点以下は「00」となります。

7-3

暖冷房している全ての居室を改修する場合は [はい]を選択、そうでない場合は [いいえ]を選択7-4

住宅の種類[ 戸建 / 分譲マンション ]を選択7-5

築年数を入力【半角/数字】7-7

開口部のサッシの仕様[ アルミ / プラスチック / その他 など]を選択
※[その他]を選択した場合、工法をテキスト入力してください。

7-8

7-9 開口部のガラスの仕様[ 単層 / 真空ガラス / その他 など]を選択
※[その他]を選択した場合、工法をテキスト入力してください。

申込対象となる住宅の工事の予定日について、各項目を入力してください。8

工事完了の予定日を入力【半角/数字】
※ 平成23年11月15日より前に工事完了してください。
※ 先行予約者決定の場合は、平成23年8月31日より前に工事完了してください。

（二次公募では、先行予約者決定はありません）

8-2

8-1 工事着工の予定日を入力【半角/数字】
※予約者決定後に工事着工を行ってください。
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

入力-補助事業申込書⑤

14

2-2

2-1

6-2

6-3

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

8-1

8-2

10-1

9

8

7

6

12

11

10

6-1

13

14
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

導入する省エネナビのメーカー名と型式を入力
※ 省エネセンターが認定したものに限ります。

11-4

導入する給湯機器にチェック
※ で[新規システム]を選択した場合で、[太陽熱+補助熱源] [その他]をチェックする場合は、

給湯機器の種類をテキスト入力してください。

11-3

5-1

導入する断熱改修にチェック
※ で [新規システム]を選択した場合は、導入する断熱改修にチェックを入れてください。

11-1

5-1

導入する空調設備にチェック
※ で [新規システム]を選択した場合は、導入する空調にチェックを入れてください。

また、[その他]をチェックした場合は、空調設備の種類をテキスト入力してください。

11-2

5-1

申込対象となる住宅に導入するシステムについて、各項目を入力・チェックしてください。
※ で選択した内容により、表示内容は変動します。

（あらかじめチェックされている箇所がある場合や、入力不要な項目が表示されない場合があります。）

11

5-1 5-4

▼例）[定型システム] [043-D3-既築]を選択した場合

11

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

導入する付加価値機器がある場合は、該当する機器にチェック
※ で [新規システム]を選択した場合にチェックできます。

11-5

5-1

10

10-2

10-1

《 で [あり]を選択した場合》10-1

該当する補助金の名称を入力10-2

申込の有無を選択
※ システム導入住宅において、他の補助金等（エコポイントを含む）に申請（または申請予定）の場合、

[あり]を選択し、 を入力してください。

10-1

10-2

本事業以外の補助金への申込みについて、選択してください。10

先行予約者決定の希望について、該当するものをチェックしてください。
※ 一次公募で先行予約者決定を希望する場合、事業期間は予約者決定（平成23年7月上旬予定）～平成23年9月15日までとなります。

二次公募では、先行予約者決定はありません。（二次公募の申込時には、 は表示されません）

9

9
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

2-2

2-1

6-2

6-3

1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

8-1

8-2

10-1

9

8

7

6

入力-補助事業申込書⑤

12

11

10

14

6-1

13

14
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

以上で、事業概要の登録が完了となり、入力内容が保存されます。
保存された事業概要は呼び出すことができます。（⇒P.53）

続いて、事業計画を登録してください。

追加節電対策への申込みについて、該当するものをチェックしてください。12

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正すると、確認画面に進みます。

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、
確認画面に進みます。
確認画面に表示された内容に誤りがなければ、

をクリックし、概要の登録が
完了となります。

14

概要の登録が完了した申込は、
「住宅_補助事業申込書-検索」タブで、
呼び出せます。（⇒P.53）

▼エラー表示

▼確認画面

排出削減事業に参加する場合は、参加する事業にチェックしてください。
※ 高効率給湯器を導入する場合は、いずれかの排出権事業へ参加する意思表示が必要です。

13

＊＊＊

参照：公募要領 P.68～69

参照：公募要領 P.8 / P.67
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

事業概要登録後にできること

事業概要の登録が完了すると事業計画の登録と「補助事業申込書」「実施計画書」「費用総括表」の
PDFの作成・出力ができます。

事業概要 編集
▶登録済の事業概要を編集することができます。編集方法は入力時と同様です。

0

〔変更すると事業計画の保存情報がクリアされる項目〕

● システム区分 ● 工事区分

● モデル区分 ● システムの組合せ
（付加価値機器）

● 地域区分 ● 住宅の延床面積

事業概要の特定の項目を修正すると、既に入力・保存している
事業計画の情報がクリアされます。事業計画の入力を行う前に、
事業概要の以下の項目に誤りがないかを十分ご確認ください。

！！ 注意 ！！

0 1

2 3

4

5

6

7 8 9
10

▼「住宅_補助事業申込書-作成」タブ：「補助事業申込書 詳細」ページ

▼エラー表示

▼注意表示

＊＊＊＊＊＊＊＊
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

補助事業申込書
▶ 補助事業申込書の出力時に印字される情報を確認できます。

●申込No. ：基本情報の登録完了時に自動的に付される補助事業を管理する番号です。
●申込日 ；入力された申込日です。
●補助事業対象年度 ：本事業は単年度事業につき、「23」となります。
●募集次区分 ：一次公募の場合「1」、二次公募の場合「2」となります。
●承認ステータス ：当該申込における現在の審査過程の状況を示します。
●特記事項 ：SIIが使用します。（入力できません。）

〔管理情報〕

10

4 費用総括表
▶「費用総括表」作成のための各項目を入力します。

詳細 P.47

PDF作成：補助事業申込書7

PDF作成：実施計画書8

PDF作成：費用総括表
▶ それぞれ「補助事業申込書」「実施計画書」「費用総括表」のPDF作成と出力ができます。

9

詳細 P.52

エネルギー算出根拠
▶「実施計画書」作成のためのエネルギー算出根拠について、入力します。

2 詳細 P.39

入力完了
▶事業概要、事業計画の登録内容を確定します。
※「入力完了」すると、 が

表示されなくなり、入力内容の編集が
できなくなります。お気をつけください。

6

0 65

▼入力完了後の「補助事業申込書 詳細」ページ
（「事業概要 編集」「入力完了」「取り下げ」が表示されません）

3 断熱改修の仕様
▶「実施計画書」作成のための断熱改修の仕様について、入力します。
※ P.30 で [A○○]を選択した場合は、表示されません。

詳細 P.45

5-3

申込者 追加
▶申込者の追加ができます。連名で申込む場合に追加してください。

1

5 取り下げ
▶ 入力済の事業概要・事業計画を破棄し、申込みを取り下げます。

※ 取り下げた情報の編集はできなくなります。（閲覧はできます。）

※ 申込みをする予定のない情報は必ず「取り下げ」をしてください。
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

入力-エネルギー算出根拠①

1

2

10

10
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

申込対象となる住宅における直近1年間のエネルギー使用量について、各項目を入力・選択してください。
※ 電気・ガス（LPG含む）の使用量は、毎月の検針票、領収書等に記載されている数値を入力してください。

※ 電気の時間帯別電灯契約等をしている方は、毎月の使用量の合計を入力してください。

※ ガスについては、都市ガスかLPG（プロパンガス）のどちらか該当する項目を選択してください 。
LPGの場合は、検針票、領収書等に記載されている使用量の単位を選択してください 。

※ 上水道使用量が2ヶ月ごとの検針の場合は、検針票、領収書等に記載されている2ヶ月合計の数値を入力してください。
例）4～5月分の使用量は5月欄に合計値を入力

※ 太陽光発電設備、家庭用コジェネレーション設備（エコウィル）等の発電設備を設置している方は、発電量（モニター数値）を
入力してください。（上段に発電量、下段に発電量の計測期間を入力してください。）

※ 太陽光発電設備を設置している方は電力会社への売電量（検針票の数値）も入力してください。

※ 灯油、その他（ペレットや重油など）を使用している方は、月毎の購入量を入力してください。

※ 電気・ガス（LPG含む）については、使用量および期間（日にち単位）のわかる直近1年間の証憑（検針票など）の写しを
添付してください。（A4用紙に貼り付けてコピーをとってください。）

1

申込対象となる住宅の一次消費エネルギー量実績値の算出してください。
▶ をクリックすると、 で入力されたエネルギー使用量実績から自動計算し、計算結果が表示されます。

また、以降の入力欄が表示されます。（⇒P.41）

※都市ガスを利用している場合は、換算値を入力してください。
換算値は当該地区のガス会社に照会、確認してください。（一部、公募要領にも記載）

※ LPGの単位が㎥の場合はkg換算値（1㎥=1.964kg 小数点第三位まで）となります。

※ 中古住宅など、エネルギーの使用量実績がない場合は、別途ご相談ください。

2

定型システムのモデル区分 A4 A10 A14 A15 D1 D2 D3 D4

断熱改修によるエネルギー計算 × × × × ○ ○ ○ ○

暖房のエネルギー計算 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

冷房のエネルギー計算 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

給湯のエネルギー計算 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

照明のエネルギー計算
※新規システムの場合のみ × × × × × × × ×

その他のエネルギー計算
※新規システムの場合のみ × × × × × × × ×

1

選択する定型システムのモデル区分によって、 ～ の設備のエネルギー計算が
不要な場合があります。下表に従って、該当する設備についてエネルギー計算を行ってください。

3

４

５

６

７

８

○＝エネルギー計算が必要な設備
×＝エネルギー計算が不要な設備

3 6
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入力-エネルギー算出根拠②

41

10

1

4

5

4-1

4-2

4-3

5-1

5-2

5-3

8

9

4-4

3-3

10

2

3-2

3-1

3
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

申込対象となる住宅の断熱改修のエネルギー計算について、入力・選択してください。3

暖冷房の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出
▶入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

3-1

申込対象となる住宅の暖房のエネルギー計算について、入力・選択してください。4

暖房の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出
▶入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

4-1

4-2 導入する暖房機器について選択し、各項目を入力
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[単一の機器で全館もしくは全居室暖房する場合]を選択≫
▶ 全ての居室について入力してください。
▶設置する機器については1か所入力し、その機器で暖房する居室の

「補助対象機器で暖房する」をチェックしてください。

≪[複数の機器で暖房する場合]を選択≫
▶ 全ての居室について入力してください。
▶ 設置する機器については、設置する居室ごとに入力してください。

※同一居室に複数の暖房を設置する場合、複数の入力欄で同一の居室グループを選択して入力してください。
（効率が悪い機器を採用して消費エネルギーの計算を行います。）

※機器がヒートポンプ式の場合、効率を右式で算出してください。（効率＝暖房COP×3,600÷9,760）

設置する機器 暖房
COP

暖房
効率 APF

ヒートポンプ ○ ○ ×

ガス・石油 × ○ ×

エアコン ○ ○ ○

断熱改修のエネルギー計算方法を選択
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[計算式で計算する]を選択≫

▶ 削減率について、項目を選択すると入力欄が変わります。

≪[同じ削減率で計算できる]を選択≫
▶みなし削減率表から該当する断熱改修のエネルギー削減率を（ケ）に入力してください。
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、断熱改修エネルギー削減量が表示されます。

≪[居室毎もしくは階毎に計算する必要がある]を選択≫
▶計算根拠を入力し、計算結果を入力してください。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫ 
▶ 計算結果の数字を（A）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

3-2

＊新規システムの場合は、別途計算した数値を（A）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

3-3 断熱改修エネルギー削減率の算出
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

＊新規システムの場合は、別途計算した数値を（B）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

4-4 該当するものを選択し、暖房エネルギー削減量の計算結果を入力
▶項目の選択によって、入力欄が変わります。

≪[計算式から算出する]を選択≫
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

≪[計算ソフト等で算出し、計算根拠を別添]を選択≫
▶計算結果の数字を（B）に入力し、計算根拠は別途申込書と同時に提出してください。

▼入力が必要な機器の性能

既存の暖房機器について、各項目を入力・選択
▶全ての居室について入力してください。

※同一居室に複数の暖房を設置する場合、複数の入力欄で同一の居室グループを選択して入力してください。
（効率が悪い機器を採用して消費エネルギーの計算を行います。）

※補助対象機器を設置・導入した箇所の既存機器のみ、「補助対象設備設置箇所」にチェックをして、効率を入力してください。
（補助対象機器を設置・導入していない既存機器については、チェック及び効率の入力は行わないでください。）

※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

4-3

みなし削減率表：公募要領 P.64～65
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入力-エネルギー算出根拠③
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10

1

5

5-1

5-2

5-3

6-1

6-2

8

9

5-4

10

6-3

6-4

7

6
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登録方法 事業概要・事業計画（既築）

申込対象となる住宅の冷房のエネルギー計算について、入力・選択してください。5

申込対象となる住宅の給湯のエネルギー計算について、入力・選択してください。6

給湯の消費エネルギー量（MJ/年・世帯）の算出
▶入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

6-1

6-2 今回導入する給湯機器について、種類・性能・台数を入力
※複数台導入する場合は、機器ごとに入力してください。

（効率が悪い機器が採用されます。）

※CO2冷媒HP給湯のAPFが3.8以上の場合は、
APF3.7と入力し『APF3.8以上』をチェックしてください。

設置する機器 給湯効率 APF

ヒートポンプ × ○

ガス・石油 ○ ×

申込対象となる住宅の照明のエネルギー計算について、入力してください。

※ 消費エネルギーは、「全体の一次消費エネルギー量」×「照明の用途割合（％）」÷100 で算出してください。

7

＊新規システムの場合のみ。別途計算したエネルギー削減量を（E）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

申込対象となる住宅のその他のエネルギー計算について、入力してください。

※ 消費エネルギーは、「全体の一次消費エネルギー量」×「その他の機器の用途割合（％）」÷100 で算出してください。

8

＊新規システムの場合のみ。別途計算したエネルギー削減量を（F）に入力、根拠は別途申込書と同時に提出

10 すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。
※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

と同様に算出してください。
5-1

5-2
4-24-1

と同様に算出5-4 4-4

▼入力が必要な機器の性能

給湯エネルギー削減量を算出（入力）
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

6-4

申請住宅の消費エネルギー量・エネルギー削減量・エネルギー削減率を算出してください。
▶ をクリックすると、入力済の内容から自動計算され、計算結果が表示されます。

※住宅のエネルギー削減率が20％未満の場合、申込みできません。

9

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示

以上で、エネルギー算出根拠の入力は完了です。

既存の冷房機器について、各項目を入力・選択
※全ての居室について入力してください。（比較効率が定数であるため、暖房に比べ簡潔な内容になります。）
※同一居室に複数の暖房を設置する場合、複数の入力欄で同一の居室グループを選択し、入力してください。
※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

5-3

既存の給湯機器について、各項目を入力・選択
※メーカー、機種名もわかる範囲で入力してください。
※入力欄が足りない場合は、 をクリックしてください。

6-3
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入力-断熱改修の仕様

1

1-1

2

登録方法 事業概要・事業計画（既築）

2

1-2

1-3
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断熱改修の仕様について、入力・選択してください。1

導入住宅の断熱仕様について、各項目を入力・選択
※ 「断熱材の種類」「厚さ（単位mm）」は仕様書（カタログ）と整合性がとれるよう、詳しく入力してください。

例）グラスウール16K 厚150 など

※ 「次世代省エネ基準への適合確認」は、次世代省エネ基準以上であることを確認してから [○] を選択してください。
また、仕様書（カタログ）を添付し、仕様書（カタログ）のどこに記載しているか分かるように該当部分に
マーカーや付箋を貼るなどしてください。

※ 「ノンフロン材の確認」は、ノンフロン材をあることを確認してから [○] を選択してください。
また、仕様書（カタログ）はノンフロン材であることがわかる部分を添付してください。
（フロン材を含む場合は、申込対象になりません。）

1-1

導入住宅の開口部の断熱・気密仕様について、各項目を入力・選択
※ 必ず、仕様書（カタログ）の写しを添付してください。
※「次世代省エネ基準への適合確認」は次世代省エネ基準以上であることを確認してから [○] を選択してください。

1-3

導入住宅の開口部の日射侵入防止措置について、各項目を入力・選択
※ 「措置」は仕様内訳、付属部材名、ひさし、軒 などの仕様を入力してください。

1-4

登録方法 事業概要・事業計画（既築）

以上で、断熱改修の仕様の入力は完了です。

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

※ をクリックすると、入力内容を保存せずに「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

2

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正後に、再度 をクリックすると、
保存され「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

▼エラー表示



登録方法 費用総括表
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費用総括表 編集ページ

「補助事業申込書 詳細」ページで をクリックすると、「費用総括表 編集」ページに進みます。

１

２ ３ ４
５

６
７ ８

登録方法 費用総括表

該当する設備について、全て入力を行ってください。
補助対象費用の範囲については「様式及び作成要領」の費用総括表作成要領を必ず参照してください。

空調設備
▶ 空調設備の費用明細を入力するページに進みます。

2

給湯設備
▶ 給湯設備の費用明細を入力するページに進みます。

3

省エネナビ
▶ 省エネナビの費用明細を入力するページに進みます。

4

※通常の同種機械換気との差額が補助対象になります。省エネ換気 ／ 省エネ換気（同種機械）
▶ 省エネ換気 ／ 省エネ換気（同種機械）の費用明細を入力するページに進みます。

5

照明
▶ 照明の費用明細を入力するページに進みます。

6

※次世代基準エネルギー仕様との差額が補助対象になります。開口部 ／ 開口部（次世代基準）
▶ 開口部・開口部（次世代基準）の費用明細を入力するページに進みます。

7

※次世代基準エネルギー仕様との差額が補助対象になります。断熱部 ／ 断熱部（次世代基準）
▶ 断熱部 ／ 断熱部（次世代基準）の費用明細を入力するページに進みます。

8

その他
▶ その他の費目の費用明細を入力するページに進みます。
※ 新規システムや追加的節電対策（電球形LEDランプ）の費用もこちらで計上を行ってください。

9

費用総括表
▶ ～ で入力した内容を確認できます。

10

2 9

9

戻る
▶ 「補助事業申込書 詳細」ページに戻ります。

1

▼「住宅_補助事業申込書-作成」タブ：「費用総括表 編集」ページ（導入しない設備の項目は表示されません。）

10



住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（住宅に係るもの）

49

入力-費用明細

1

1-1

1-2

2-1

2-2

2

3

3

登録方法 費用総括表

◆ 費用明細作成上の注意
※ 補助対象費用と補助対象外費用の合計が、別途見積書（写）と相関がとれるようにしてください。

※ 補助対象工事については、作業レベルまで記載し工数（人工等）、単価を明確にしてください。

※ 「標準価格・オープン価格等」は「標準価格」「オープン価格」を入力してください。

※ １人工＝作業者１名が１日間にかかる作業量とします。

※ 床暖房の仕上げ材等は補助対象外です。

※ 給水配管、給湯配管、風呂追焚き配管の既存管の延長や取り替えについては補助対象外です。

※ 分電盤の取替、一次幹線の張替工事等は補助対象外です。

※ 諸経費、設計費、送料、資材運搬費、足場設置費、現地交通費、撤去費、廃材処理費、管理費、

印刷代等は補助対象外です。

※それぞれの設備ごとに編集ページがあります。
（このイメージ画像は「空調設備」の編集ページです。）
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設備の導入にかかる、補助対象となる費用について、入力してください。
※ （数量×単価）金額は、小数点以下切り捨てになります。

調整過程で見積書の金額と数円ずれる場合、「調整金額」を一行入れて、全体の金額が一致するように調整してください。

※ 補助対象となる費用の範囲については、（別紙）様式及び作成要領をご確認ください。

1

本体、材料等、補助対象となる設備費・材料費について各項目を入力1-1

設備の導入にかかる、補助対象とならない費用について、入力してください。
※ （数量×単価）金額は、小数点以下切り捨てになります。

調整過程で見積書の金額と数円ずれる場合、「調整金額」を一行入れて、全体の金額が一致するように調整してください。

※ 補助対象となる費用の範囲については、（別紙）様式及び作成要領をご確認ください。

2

本体、材料等、補助対象とならない設備費・材料費について各項目を入力2-1

補助対象設備の設置に必要な工事費のうち、補助対象とならないものについて各項目を入力2-2

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、入力内容を保存します。
▶ 保存後に「費用総括表 編集」ページに戻ります。

3

登録方法 費用総括表

補助対象設備の設置に必要な工事費のうち、補助対象となるものについて各項目を入力1-2

▼「住宅_補助事業申込書-作成」タブ
「費用明細 その他 編集」ページ※ その他の費目（⇒P.48 ）の入力ページには

［追加節電項目］のチェック欄があります。

追加的節電対策に係る費用については、
［追加節電項目］をチェックしてください。
（チェックした項目は、費用対効果から除外されます）

9

1

1-1

1-2



入力を終えたら
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入力を終えたら

PDFの作成・出力

事業概要、事業計画の全ての入力が完了したら、 をクリックし入力内容を確定します。
※ 「入力完了」すると、入力内容の編集はできません。お気をつけください。

1

1 入力完了

3 出力
で作成したPDFファイルを出力します。出力方法はお使いのPCにより異なります。2

出力した申込書類は、公募要領をご参照のうえ、
郵送にてご提出ください。

▼「住宅_補助事業申込書-作成」タブ：「補助事業申込書 詳細」ページ（新築、増築及び改築の場合）

1

2 3 4

※ 申込書作成機能上で入力された情報はSIIの
データベースに登録され、審査過程で
活用されることがあります。

申込書類に記載された内容とポータル上で入力した
情報に相違がないことを必ず確認してください。

〔作成時の注意点〕

～ をクリックすると、
それぞれ「補助事業申込書」「実施計画書」
「費用総括表」のPDFファイルを作成します。

2 4

2 PDF作成

の前に を行うと、その時点の情報が
反映されたPDFファイルが表示され、
イメージの確認ができます。
また、そのファイルには（仮）と表示され、
申込みに使用することはできません。

1 2

▼PDF作成 （補助事業申込書）

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
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「住宅_補助事業申込書-検索」タブで登録中・登録済の申込を呼び出し、入力の再開・編集ができます。
また、検索項目を使用し、対象を絞って呼び出すことができます。
※検索できるのは、当該事業者の申込のみです。

53

入力を終えたら

登録された申込の検索

▼「住宅_補助事業申込書-検索」タブ

◆検索項目（複数の項目で検索できます）

1
3

5
7

2
4

6
8

9

9

10

申込No.
▶個別に付与された申込No.で検索します。

1

補助対象年度
▶補助対象年度で検索します。

2

募集次区分
▶募集年次で検索します。

3

システム区分
▶「定型システム」「新規システム」で検索します。該当するものを選択してください。

4

工事区分
▶「新築」「増築」「改築」「既築」で検索します。該当するものを選択してください。

5

モデル区分
▶モデル区分で検索します。該当するものを選択してください。

6

定型システム番号
▶定型システム番号で検索します。該当するものを選択してください。

7

新規システム番号
▶新規システム番号で検索します。

8

検索結果
▶ を実行すると、該当する申込の一覧が表示されます。

[詳細]をクリックすると、その申込を呼び出します。

10

9

検索実行
▶クリックすると、 ～ に入力した内容をもとに検索を実行します。

何も入力せずにクリックすると全ての申込が表示されます。

9

1 8

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊
＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊





新規システム事前相談票

一次公募で採択されたシステムについては、
二次公募において、事前相談する必要はありません
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新規システム事前相談票

申込書作成機能を使った新規システム事前相談の流れ

で出力した「新規システム事前相談票」をSIIにFAXします。
※FAX以外では受付できません。

3

4 新規システム事前相談票をFAXにて提出

「新規システム事前相談票」の作成に必要な情報を入力します。

2 申込書作成機能に入力 詳細 P.57

※新規システムの事前相談や新規システムでの申込の詳細は、公募要領（P.22～26） をご参照ください。

SIIのホームページでアカウント登録を行ってください。
登録されたメールアドレスに、ログインに必要なURL、ID、パスワードが送信されます。

1 補助事業ポータルにログインする 詳細 P.4

で入力した内容をもとに、
「新規システム事前相談票」PDFファイルを
作成し、出力します。

2

3 作成した書類を出力 詳細 P.62

新規システム
事前相談票
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入力-新規システム事前相談票①

57

1

2

3

4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

7

4-2
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新規システム事前相談票

新規システムの提案者について、各項目を入力してください。2

2-5 建物名・部屋番号がある場合は入力

2-9 電話番号・FAX番号を入力【半角/数字】
※ ハイフン（-）は入力しないでください。
※ 市外局番から入力してください。

2-10

2-1 郵便番号を入力【半角/数字】
▶ 入力後に をクリックすると、 に住所が表示されます。
※ ハイフン（-）は入力しないでください。

2-2 2-3 2-4

2-2 2-4～ 表示された住所を確認し、丁目以降を入力
※ 実際の住所と異なる場合は、入力して修正してください。
※ 都・道・府・県まで入力してください。 ×：東京 ○：東京都
※ 丁目以降は、数字とハイフンで入力してください。 ×：1丁目2番3号 ○：1-2-3

事前相談票を作成する年月日を入力してください。
※ をクリックすると、入力作業当日の日付が表示されます。

1

2-6 2-8 会社名・部署名・担当者の氏名をそれぞれ入力
※「株式会社」なども省略せずに入力してください。
※ 部署名がない場合は、 は入力不要です。
※ について、変換できない漢字の場合は、略字もしくはひらがなで入力してください。

2-7

2-8

～

2-11 業務で使用しているメールアドレスを入力【半角/英数字記号】
※携帯電話のメールアドレスは登録しないでください。

提案する新規システムについて、各項目を入力してください。3

3-1 システムの名称を入力
※ 簡潔な名称を提案者が設定してください。

また、提案するシステムが複数ある場合は、付番等で区別しやすい名称を設定してください。

3-2 システムのモデル区分[ A1 / A27 / D4 など ]を選択

3-3 システムの種類[ 定型システム内機器の別の組合せ / 上記以外 ]を選択

3-4 3-6 空調設備・給湯機器・その他の設備の概要と性能をそれぞれ入力～

3-7 システム提案要件に適合しているもの全てにチェック
※ すべてに適合しているシステムのみ、申込できます。

参照：公募要領 P.22～26
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1

3

4

5

6

2-1

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

4-2

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

7

7

2-2

2-3

入力-新規システム事前相談票②
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新規システム事前相談票

住宅の種別をチェック4-1

提案する新規システムの導入予定住宅について、各項目をチェックしてください。4

と同様の入力規則で入力6-1 6-5～ 2-1 2-5～

該当する住宅事業建築主の判断基準による地域区分をチェック
※区分の詳細は、公募要領の巻末を参照してください。

4-2

提案する新規システムで補助事業に申込む予定の人数を入力してください。5

提案する新規システムで補助事業に申込む予定者について、各項目を入力してください。
※ で「2人」以上を入力した場合は、代表として内1名について入力してください。

6
5

氏名を入力
※ 変換できない漢字の場合は、略字もしくはひらがなで入力してください。

6-6

6-7 電話番号を入力【半角/数字】
※ ハイフン（-）は入力しないでください。
※ 市外局番から入力してください。

▼確認画面

入力内容にエラーがあった場合、画面上部に
エラーについて表示されます。
エラーを修正すると、確認画面に進みます。

すべての項目への入力が終了したら、クリックし、
確認画面に進みます。
確認画面に表示された内容に誤りがなければ、

をクリックし、登録完了となります。

7

▼エラー表示

登録完了した申込は、
「住宅_事前相談票-検索」タブで、
呼び出せます。（⇒P.63）

＊＊＊

＊＊＊
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新規システム事前相談票

新規システム概要登録後にできること

新規システムの概要の登録が完了すると「新規システム事前相談票」のPDFの作成・出力ができます。

▼「住宅_事前相談票-作成」タブ：「事前相談票 詳細」ページ

◆各ページについて

0

1 2

3

4

編集
▶ 登録済の概要の編集ができます。編集方法は入力時と同様です。

0

0 1

▼入力完了後の「事前相談票 詳細」ページ
（「編集」「入力完了」「取り下げ」が表示されません）

入力完了
▶ 概要の登録内容を確定します。

※ 「入力完了」すると、 と が
表示されなくなり、入力内容の編集が
できなくなります。お気をつけください。

1

取り下げ
▶ 登録済の概要を取り下げます。
※ 「取り下げ」すると、登録内容を戻すことはできません。お気をつけください。

2

PDF出力：事前相談
▶ 「新規システム事前相談票」のPDF作成と出力ができます。

3

●新規システム相談番号 ：概要の登録時に自動的に付される事前相談票を管理する番号です。
●承認ステータス ：該当する相談票における現在の審査過程の状況を示します。
●特記事項 ：SIIが使用します。（入力できません。）

〔管理情報〕

事前相談票
▶ 概要登録後に付与される「新規システム相談番号」などの管理情報を含む、登録済の情報を確認できます。

4

＊＊＊＊

＊＊＊＊

詳細 P.62
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新規システム事前相談票

PDFの作成・出力

1

3

▼「住宅_事前相談票-作成」タブ：「事前相談票 詳細」ページ

3 出力

で作成したPDFファイルを出力します。出力方法はお使いのPCにより異なります。2

1

1 入力完了

新規システムの概要の入力が完了したら、 をクリックし入力内容を確定します。
※ 「入力完了」すると、入力内容の編集はできません。お気をつけください。

出力した新規システム事前相談票は、
公募要領をご参照のうえ、FAXにてご提出ください。

をクリックすると、「新規システム事前相談票」の
PDFファイルを作成します。
3

2 PDF作成

※ 申込書作成機能上で入力された情報はSIIの
データベースに登録され、審査過程で
活用されることがあります。

申込書類に記載された内容とポータル上で入力した
情報に相違がないことを必ず確認してください。

〔作成時の注意点〕

の前に を行うと、その時点の情報が
反映されたPDFファイルが表示され、
イメージの確認ができます。
また、そのファイルには（仮）と表示され、
申込みに使用することはできません。

1 2

▼PDF作成 （新規システム事前相談票）

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
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住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（住宅に係るもの）

「住宅_事前相談票-検索」タブで登録中・登録済の概要を呼び出し、入力の再開・編集ができます。
また、検索項目を使用し、対象を絞って呼び出すことができます。
※検索できるのは、当該事業者の申込のみです。
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新規システム事前相談票

登録された相談票の検索

1 新規システム相談番号
▶個別に付与された新規システム相談番号で検索します。

検索実行6

▶ クリックすると、 ～ に入力した内容をもとに検索を実行します。
何も入力せずにクリックすると全ての概要が表示されます。

1 5

▼「住宅_事前相談票-検索」タブ

◆検索項目（複数の項目で検索できます）
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2 提案システム名称
▶登録した提案システムの名称で検索します。

3 提案会社名
▶新規システムを提案した会社名で検索します。

4 補助対象年度
▶補助対象年度で検索します。

5 募集次区分
▶募集次区分で検索します。

7 検索結果
▶ を実行すると、該当する概要の一覧が表示されます。

をクリックすると、その相談票を呼び出します。
6
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